
 

第１回 相模原市議会史編集会議 次第 

 

日 時  令和７年２月６日(木) 

      委嘱式終了後 

場 所  相模原市役所本庁舎２階 

      議会応接室２ 

 

 

１ 開会 

 

（１）相模原市議会史編集会議について   …別紙１ 、 別紙２ 

 

（２）議会史の編さんに係るこれまでの経過について 

      ア 既刊の相模原市議会史について   …資料１－１ 、 資料１－２ 

      イ 今回の編さんに係る検討状況について  …資料２ 

 

２ 議題 

 

   （１）座長及び副座長の選出について 

 

（２）議会史編さんの進め方等について 

  ア 令和の時代に編さんする意義について  …資料３ 

  イ 「調査研究等」を大学に委託することについて 

    （ア）調査研究等の範囲について 

    （イ）委託の相手方について 

    （ウ）調査研究等に必要な資料や年表について 

  ウ 編さん対象期間（昭和５４年～平成３１年）における考察のテーマについて …資料４ 

  エ その他 

 

 ３ その他 

 

 

４ 閉会 

 



相模原市議会史編集会議委員名簿 
 

                              （敬称略、５０音順） 

 氏   名 所  属  等 任 期 
委嘱の 

状況 

１ 牛山
うしやま

 久
く

仁
に

彦
ひこ

 明治大学 政治経済学部 教授 
R7.2.6 ～

R8.3.31 
R7.2.6～ 

２ 江藤
え と う

 俊
と し

昭
あき

 大正大学 地域創生学部 教授 
R7.2.6 ～

R8.3.31 
R7.2.6～ 

３ 奥
お く

 真
ま

美
み

 東京都立大学 都市環境学部 教授 
R7.2.6 ～

R8.3.31 R7.2.6～ 

４ 隅
すみ

河内
こ う ち

 司
つかさ

 田園調布学園大学 人間福祉学部 教授 
R7.2.6 ～

R8.3.31 
R7.2.6～ 

５ 前田
ま え だ

 成東
し げと う

 東海大学 政治経済学部 教授 
R7.2.6 ～

R8.3.31 
R7.2.6～ 

 



既刊の相模原市議会史について 

１ 体系 

  発行年月 編さんの対象期間 ページ数（Ａ５） 

資料編 
Ⅰ 平成 3 年 3 月 

昭和 16 年 4 月 ～ 昭和 54 年 3 月 
988   

Ⅱ 平成 5 年 3 月 868   

記述編 
Ⅰ 平成 6 年 5 月 明治 22 年    ～ 昭和 38 年 1,189   

Ⅱ 平成 7 年 3 月 昭和 38 年度   ～ 昭和 53 年度 1,164   

年表編  平成 8 年 3 月 明治 22 年    ～ 昭和 54 年 656   

   相模原市議会史研究会※に執筆を委託 

    ※研究会の構成員は、佐藤竺氏、今村都南雄氏、今川晃氏、加藤幸雄氏 ほか 
 
      佐藤竺氏 （年表編「あとがき」より） 

・・・特に市の職員には時間を掛けてでもじっくりと目を通して欲しいと願っている 

      今村都南雄氏 （記述編Ⅱ「執筆を終えて」より） 

・・・この議会史ができるだけ幅広い人びとに読まれ、特に地域を支える市民のみなさんの 

「地域学」に少しでも役立ってもらいたい 

 

２ 特色 
上記の議会史の特色として、次の３つがあげられる。（年表編 643 ページより） 

   （ア）村会、町会の議会活動を理解するために、議員の選挙権や被選挙権が大幅に制限されていた時代の「市制

町村制」、自治権が拡充された戦後の「地方自治法」など、議会活動の背景となる法学的な解説を試みている 

   （イ）全国にまれにみる人口増加と都市化の課題に対応する行政施策を追跡する意味で、毎年当初予算の上程

時に行われる市長施政方針演説を全部収録している 

   （ウ）本市の発展過程において欠かすことのできない「町村合併」、「軍都計画」、「工場誘致」、「米軍基地問題」な

どの主要問題について、可能な限りの資料掲載を行っている 

 

３ 記述編Ⅱの構成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     記述編Ⅱ（第５～８編）の第２章（市議会と市政）では、資料１－２の一覧からわかるように、 

     ５つ（①行政組織、②教育、③都市基盤整備、④生活環境・福祉、⑤基地）の分野を取り上げている。 

資料１－１ 

第５編 人口急増・都市化の進展と市議会 
 
 ○序章（概説） 
   ・国内外の動き 
   ・市勢 
   ・市議・市長選挙等 
   ・役員構成と議事運営 
   ・市の財政 
 
 ○第１章（各年度の活動） 
   ・昭和３８年度 
   ・昭和３９年度 
   ・昭和４０年度 
   ・昭和４１年度 
 
 ○第２章（市議会と市政） 
   ・急を要する教育行政の推進 
   ・道路に追われる都市基盤の整備 
   ・工業化による産業振興 
   ・生活環境の整備と福祉の充実 
   ・基地問題の激化 

第６編 
 
○序章 

・～ 
・～ 
・～ 
・～ 
・～ 

 
○第１章 

・Ｓ42 
・Ｓ43 
・Ｓ44 
・Ｓ45 

 
○第２章 

・～ 
・～ 
・～ 
・～ 
・～ 

第７編 
 
○序章 

・～ 
・～ 
・～ 
・～ 
・～ 

 
○第１章 

・Ｓ4６ 
・Ｓ4７ 
・Ｓ4８ 
・Ｓ4９ 

 
○第２章 

・～ 
・～ 
・～ 
・～ 
・～ 

第８編 
 
○序章 

・～ 
・～ 
・～ 
・～ 
・～ 

 
○第１章 

・Ｓ５０ 
・Ｓ５１ 
・Ｓ５２ 
・Ｓ５３ 

 
○第２章 

・～ 
・～ 
・～ 
・～ 
・～ 

1,164 ページ （Ａ５） 



記述編Ⅰ、Ⅱにおける各編第２章（市議会と市政）の内容

第３編 第４編 第５編 第６編 第７編 第８編

新都市機能建設と工業化路線の選択 高度経済成長と首都圏整備の対応 人口急増・都市化の進展と市議会 人口急増激化と市議会 30万都市時代の市議会 40万都市時代を迎えた市議会

昭和30年～昭和33年 昭和34年～昭和37年 昭和38年～昭和41年 昭和42年～昭和45年 昭和46年～昭和49年 昭和50年～昭和53年

行政組織

第1節　新都市機能と行政機構改革問題

1 民主化と行政機構改革
2 合理化と行政機構改革
3 工業都市建設と行政機構改革

第1節　議会 対 行政関係 問題

1 市長判断と議会判断とのそご
2 市長権限強化と議会による監視の意味

第4節　市職員の増加と庁舎建設

1 増加を続ける市職員
2 念願の市庁舎建設

第1節　人口急増都市としての対応

1 人口急増圧力と行政組織の拡充
2 超過負担と市財政の対応
3 基本構想と基本計画の策定

第1節　行政需要の増大と組織の再編

1 地方財政危機への対応
2 行政組織に4局制を導入
3 強まる市民参加の要請

教育

第1節　急を要する教育行政の推進

1 市の教育行政の課題
2 小・中学校の建設
3 教育施設の充実・整備
4 PTAの公費負担
5 市民会館の建設
6 その他教育行政の問題

第1節　学校建設に追われる教育行政

1 人口急増と児童・生徒の激増
2 小・中学校の建設
3 教育施設の充実と整備
4 PTAの公費負担の軽減
5 かぎっ子対策

第2節　学校建設と教育問題

1 相次ぐ小・中学校校舎の建設
2 教育負担軽減等と学校給食問題
3 県立普通高校の誘致運動
4 強まる社会教育施設の整備要求

第2節　学校教育と市民の文化的要求

1 続く学校教育施設の拡充整備
2 県立普通高校の増設要求
3 高まる市民スポーツ施設の整備要求
4 公民館等の計画的整備

都市基盤整備

第2節　道路に追われる都市基盤の整備

1 予算を食う道路
2 進まぬ排水施設の整備
3 時間を要する土地区画整理事業
4 開始された住居表示制度
5 市営住宅の建設

第2節　下水道にも着手、都市基盤の整備

1 整備進む道路
2 転換期の排水問題
3 公共下水道事業の開始
4 難航する土地区画整理事業
5 市街化区域、市街化調整区域の決定
6 進まぬ市営住宅の建設

第3節　都市づくりの基盤整備

1 横浜線複線化への取組み
2 河川整備と下水道計画
3 多かった道路整備の要望
4 難航した相模大野区画整理事業
5 住居表示の進展と公園整備
6 議論があった農地の宅地並み課税

第3節　都市基盤整備の進展

1 公共下水道計画と下水道事業
2 都市計画道路と生活道路
3 横浜線複線化と交通網整備
4 駅前整備と区画整理事業
5 市営住宅問題と勝坂公園墓地問題
6 地元産業対策と市民生活

工業
(農業、商業)

第2節　工業立市への諸問題

1 工業都市の選択
2 首都圏整備とその周辺

第3節　工業化による産業振興

1 飛躍的な工業振興
2 酪農に活路を求める農業
3 核のない商業

生活環境・福祉

第4節　生活環境の整備と福祉の充実

1 ごみ、自家処理から焼却へ
2 し尿、農村還元から衛生処理へ
3 充実する国保事業
4 2万人加入の国民年金

第3節　急がれる生活環境の整備と福祉の充実

1 ごみ焼却能力倍増
2 し尿処理施設の増設
3 公害問題の激化とその対策
4 難航した国保税の改正
5 急増する国民年金加入者
6 交通災害共済事業の開始
7 国に先んじて児童手当制度を実施

第4節　保健福祉と生活環境整備

1 保育園建設と老人対策
2 心身障害者訓練センターの設置
3 ごみ・し尿処理問題
4 期待されたメヂカルセンター
5 公害対策と緑化計画
6 交通安全対策と消防体制

第4節　保健福祉と生活環境整備の拡充

1 夜間救急医療と歯科医対策など
2 迫られたごみ処理施設の新設
3 し尿・汚水処理と清掃公社問題
4 保育園増設の緊急整備計画へ
5 高まる地域福祉への関心
6 問われた開発・建築規制
7 消防体制の強化と地震対策の要請

基地

第5節　基地問題の激化

1 市内の基地の概要
2 基地従業員の大量解雇問題
3 基地にかかわる決議
4 米軍ジェット機墜落と基地特の設置
5 基地公害、ジェット機の騒音
6 基地の返還問題

第5節　返還始まる基地

1 電波障害制限地区指定の反対運動
2 総合補給廠への引込み線再開の問題
3 座間小銃射撃場の全面返還
4 騒音など基地公害
5 基地にかかわる意見書・決議

第5節　戦車搬出問題と基地返還運動

1 戦車修理搬出問題への対応
2 基地返還運動の展開

第5節　基地の跡地利用と返還運動

1 キャンプ淵野辺跡地利用問題
2 残された課題への取組み

第2節　首都圏整備へ向けた諸問題

1 首都圏整備と新たな工場誘致へ向けて
2 土地区画整理事業をめぐる課題

記述編　（「市議会と市政」の章の内容）　第３編以降

記述編Ⅰ 記述編Ⅱ

資料１－２

分野

時系列
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今回の編さんに係る検討状況について 
 

１ 主な経過 

項番 時 期 経 過  

１  平成２８年７月 
・各派代表者会議で、事務局から議会史編さんの再開について説明 

・庁内会議（関係課長打合せ会議）を開催 

 

 

２  平成２８年９月 議長決裁 「相模原市議会史続編の編さん事業の実施について」 
 

 

３  平成３１年２月 「相模原市議会史編さん要綱」を策定 （編さん委員会の設置） 
 

 

４  
令和元年６月 

令和元年１２月 

第１回 編さん委員会を開催 

第２回 編さん委員会を開催 

 

 

（令和 2 年 1～2 月頃から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応が、日本を含め世界的な問題に） 
 

 

５  令和２年１１月 第３回 編さん委員会を開催 
 

 

６  令和３年１２月 

・庁内会議（関係課長打合せ会議）を開催し、編さん事業の継続実施を 

確認 

・第４回 編さん委員会を開催 

 

７  令和６年５月 ・第５回 編さん委員会を開催 
 

 

８  令和６年１２月 

・第６回 編さん委員会を開催 

→「相模原市議会史編さん要綱」を改正 

→「相模原市議会史編集会議開催要領」を策定 

 

９  令和７年２月６日 第１回 編集会議を開催 
 

 

 

２ 予定している体系 

  原稿完成（予定） 編さんの対象期間 ページ数（案） 

資料編 Ⅲ 
 

 
 検討中 

記述編 

Ⅲ 

令和１０～１１年※ 

昭和５４年４月 ～ 平成３１年３月 約１,５００(A５換算) 

Ⅳ （１０期４０年） 約１,５００(A５換算) 

年表編 Ⅱ 
 

 
 検討中 

   ※【参考】 相模原市は、令和１２年（２０３０年）に「政令指定都市移行２０年」を迎える   

資料 2 
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３ 編さんの体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市議会（発刊の主体） 

編さん要綱を策定（役割分担等を規定） 

① 編さんに関する基本的な事項は、「編さん委員会」で審議する。 

（構成員：議長・副議長・各会派の代表者 、 事務局：政策調査課） 

 

② 資料収集や事実確認等(原稿案の作成を含む)は、「政策調査課」が行う。 

 

③ 調査研究等(原稿案の作成を含む)は、「大学」に委託する。 

 

④ 原稿案の編集や監修等は、「議長が別に委嘱する５人以内の学識者で構成する編集会議」に依頼する。 

政策調査課が 

原稿案の全体を 

つなぐ。 

 

専任職員 １名 

再任用短時間 １名 

任期付短時間 ３名 
 

・編さん委員会の庶務 

・編集会議の庶務 

・大学との調整 

・資料収集 

・事実確認（原稿案の作成 

        を含む） 

 
 

 

③ 大学 

 

・調査研究等 

（原稿案の作成 

 を含む） 
 

 

④ 編集会議 

（学識者５人以内） 

 

・原稿の編集、 

監修等 
 

 ① 編さん委員会 (議長、副議長、各会派の代表者) 

② 政策調査課 

委嘱 
 

委託 
 

原稿案 

⑤ 出版社等 
（原稿の校正等） 

委託 
(今後の検討事項) 

（令和 6 年 12 月 23 日 第 6 回編さん委員会にて了承） 
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４ 編集会議、大学、政策調査課の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 原稿の執筆にあてる期間は、記述編Ⅲで２年間、Ⅳで２年間（合計４年間）を想定 

● 「発刊」に係る時期や形態（紙・データ）、手法等については、今後の検討事項 

記述編Ⅳ 

 

H11.4～H31.4 

（５期２０年） 

記述編Ⅲ ※ Ⅳも同様 

１期４年 

○序章 

・国内外の動き 

・市勢 

・市議、市長選挙等 

・役員構成と議事運営 

・市の財政 

◎活動経過（第１章） 
   ❶昭和５４年度 
   ❷昭和５５年度 
   ❸昭和５６年度 
   ❹昭和５７年度 

◎市議会と市政（第２章） 
   トピック(1)～(５) 
    

 

（以降、同様） 

記述編Ⅲ 

 

S54.4～H11.4 

（５期２０年） 

資料編Ⅲ 

（１０期４０年） 

年表編Ⅱ 

（１０期４０年） 

【政策調査課】 資料収集等 
 
【 大  学 】  （なし） 
 
【 編集会議 】 編集・監修等 

＜分担案＞ ○：政策調査課  ◎：大学   

 

原稿案の作成 

１期４年 

１期４年 

１期４年 

１期４年 

○序章 

・国内外の動き 

・市勢、財政 

・市議、市長選挙等 

・役員構成と議事運営 

・市の財政 

◎活動経過（第１章） 
   ❶昭和５８年度 
   ❷昭和５９年度 
   ❸昭和６０年度 
   ❹昭和６１年度 

◎市議会と市政（第２章） 
   トピック(1)～(５) 
    

 

【政策調査課】 資料収集等 
 
【 大  学 】  調査研究等 
 
【 編集会議 】 編集・監修等 
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５ 記述編の構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※文字数は仮に設定したものであり、実際には今後調整する。 

 

 

 

 

 

 

❶20,000 字 

❷20,000 字 

❸20,000 字 

❹20,000 字 

 

⑴20,000 字 

⑵20,000 字 

⑶20,000 字 

⑷20,000 字 

⑸20,000 字 

記述編Ⅲ （５期２０年）  ※Ⅳも同様 

各 
年 
の 
活 
動 
経 
過 

市 
議 
会 
と 
市 
政 

(S5８～S６１) 

 

(S６２～Ｈ２) 

 

(Ｈ３～Ｈ６) 

 

(Ｈ７～Ｈ１０) 

 

２２５ﾍﾟｰｼﾞ ２２５ﾍﾟｰｼﾞ 

(S5４～S５７) 

 

６０ﾍﾟｰｼﾞ 

２２５ﾍﾟｰｼﾞ ２２５ﾍﾟｰｼﾞ ２２５ﾍﾟｰｼﾞ 

◎
調
査
 
研
究
担
当
により

寄
稿 

 
大
学
へ
委
託
  

○
政
策
調
査
課
が
執
筆
を
担
当 

６０ﾍﾟｰｼﾞ ６０ﾍﾟｰｼﾞ ６０ﾍﾟｰｼﾞ ６０ﾍﾟｰｼﾞ 

ページ数は、１ページあたり８００文字（Ａ５判）で計算 

 

（６０ﾍﾟｰｼﾞ×５期）＋（２２５ﾍﾟｰｼﾞ×５期） ＝ ３００＋１１２５ ≒ １４５０  

 
【参考】 

平成７年刊行の「記述編Ⅱ」（Ａ５判）は、１６年間（４期）で約１１５０ページ 

これを基準にした場合、２０年（５期）分は 1150×5/4≒１４５０ページ 

 

48,000 字 

 

（各２５ﾍﾟｰｼﾞ×９＝２２５） 

分
担
案 →
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６ 編さん事業の計画案 

（令和７年２月６日現在） 
 

令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

 記述編Ⅲの原稿案作成  

  

 

印 

刷 

・ 

発 

刊 

   

校正等 

（外部委託を

想定） 

 

  

 

 記述編Ⅳの原稿案作成  

 

 

     

校正等 

（外部委託を

想定） 

資料編・年表編の原稿案作成  

 

         

校正等 

（外部委託を

想定） 

編さん委員会の開催 

編集会議の開催 （１年に２回程度） 
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令和の時代に編さんする意義について 

 
  ○ 平成の時代には、「市史編さんから公文書館へ」の流れがあり、さらに「デジタルアーカイブ」へと進んできた。 

 

  ○ 令和２（２０２０）年からの新型コロナウィルス（COVID-19）により、それまでの生活が一変し、デジタル化や

ＤＸ化が一層進んだ。 

   ※感染症法上の位置付けが 5 類に移行したのは令和５（２０２３）年５月 

 

  ○ ２０００年代から続いている「人工知能の第３次ブーム」の中で、令和４（２０２２）年１１月には対話型生成 AI の

ChatGPT が公表され、生成ＡＩのブームが到来したほか、令和７（２０２５）年は「AI エージェント元年」とも言わ

れている。 

 

  ○ 日常生活の中で、ＳＮＳにより情報を得る機会が格段に増え、投票行動（例えば、令和６（２０２４）年の東京都

知事選挙、衆議院議員総選挙、兵庫県知事選挙）をはじめ、人々の社会行動に大きな影響を与えている。 

 

  ○ 議会（議員）を取り巻く法制度としては、例えば、令和３（２０２１）年に議員立法により「政治分野における男女

共同参画の推進に関する法律」が改正され、議員活動等をしやすい環境の整備が求められるようになったほか、

令和５年には地方自治法が改正され、地方議会の役割や議員の職務等が法律で明確化されるとともに、地方議

会に係る手続きのオンライン化が制度として可能になったところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

「多様な人材が参画し、住民に開かれた地方議会」となるよう、議員に限らず、幅広い層の住民が

これまで以上に議会活動に関心をもつ必要がある。そのためには、過去の“正確”な記録とともに、

当時の社会情勢や政治状況などを踏まえた“流れ”が理解できる情報が必要である。その役割を果

たすことができるのが議会史であり、「（将来に向かって）議会の活性化に繋げていくための財産と

すること」が、令和の時代に編さんする大きな意義であると考えられる。 

 また、編さんの分量（ページ数）が多い場合には、職員や市民がその全てを読むことは容易ではな

いことから、「ＡＩの技術を活用しての検索（質問と応答）が可能な議会史」などを目指すことも考えら

れる。 

社会情勢や相模原市(議会)に 

関する大量の情報 

・「正確な記録」を整理 

相模原市議会史 

「どのような活用方法が 

考えられるか」の視点も重要 

 

・「時代背景や流れ」を 

踏まえて整理 

（市民等がこれらの情報の全てに接することは難しい） 

私たち（将来世代を含む）の新たな財産に 

⇒ 議会の活性化へ 
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（参考）近年における政令市や近隣自治体の編さん状況 

 

 発刊日 編さん対象期間 形態 
作業着手から 

発刊まで 
体制 

川崎市議会史 

(※1) 
（編さん中） 

昭和５０（１９７５）年 

～令和５（２０２３）年 

Ａ５判 

約７００ﾍﾟｰｼﾞを

４冊 

令和７年度 

 ～１４年度 

公募型プロポー

ザルにより（株）

ぎょうせいに委

託（提案者数が１

団体） 

福岡市議会史 

(※２) 
令和２年３月 

昭和２０（1945）年 

～昭和３５（１９６０）年 

A５判 

約１７００ﾍﾟｰｼﾞ 平成２４年度 

～令和元年度 

提案競技により

（株）西日本新聞

印刷に委託 昭和３６（１９６１）年 

～昭和４７（１９７２）年 

A５判 

約１４００ﾍﾟｰｼﾞ 

藤沢市議会史 令和５年３月 
平成元（１９８９）年 

～平成３１（２０１９）年 

Ａ４判 

約３５０ﾍﾟｰｼﾞ 

令和２年度 

～４年度 

監修：２名（名誉

教授１、教授１） 

執筆：４名（大学

講師） 

 

   （※１） 

川崎市議会史の編さんは、市制１００周年（令和６年７月）を契機としている。 

また、約７００ページ（１冊あたり）の内容は、業務委託仕様書によれば次のとおり。 

 

・ 社会情勢、市政の運営状況、議会の運営状況、主要な（特筆すべき）取組等 

・ 本会議、委員会の開催状況とその概要 

・ 本会議、委員会の質問及び答弁の要約 

・ 年表（市議会、市政、社会の主な動き等） 

 

   （※２） 

福岡市議会史の編さんは、市制１３０周年（平成３１年４月）記念として発刊。 

暦年体ではなく、政策や課題分野による事項別に記述されている。 

 

 

 

 

 



第９編 第１０編 第１１編 第１２編 第１３編 第１４編 第１５編 第１６編 第１７編 第１８編

記述編Ⅱの考察分野 記述編Ⅲ、Ⅳ
（仮）行政改革の推進と

市議会
（仮）地方分権への幕開けと市

議会
（仮）50万人都市と市議会

（仮）地方分権社会への対応と市
議会

（仮）○○と市議会 （仮）60万人都市と市議会 （仮）市町合併と市議会
（仮）政令指定都市への移行と市議

会
（仮）○○と市議会 （仮）○○と市議会

↓ ↓ Ｓ54年度～Ｓ57年度 Ｓ58年度～Ｓ61年度 Ｓ62年度～Ｈ2年度 Ｈ3年度～Ｈ6年度 Ｈ7年度～Ｈ10年度 Ｈ11年度～Ｈ14年度 Ｈ15年度～Ｈ18年度 Ｈ19年度～Ｈ22年度 Ｈ23年度～Ｈ26年度 Ｈ27年度～Ｈ30年度

行政組織

教育

都市基盤整備

工業
(農業、商業)

生活環境・福祉

基地

・(H8.9)「エフエムさがみ」本
放送開始
・(H10.9)かながわ・ゆめ国体
夏季大会＠さがみはらグ
リーンプール

・(H11.11)戸籍事務電算化
・(H12.4)保健所政令市へ移行
(ウェルネスさがみはら開設)
・(H12) 60万都市
・(H13.3)磯野台小、北相武台
小閉校→4月もえぎ台小開校
・(H15.3)桜美林大学プラネット
淵野辺キャンパスが淵野辺駅
北口に完成

・(H15.4)中核市へ移行
・(H15.4)さがみはら都市みら
い研究所設置→R2廃止
・(H15.10)青山学院大学相模
原キャンパスが淵野辺に開校
・(H16.11)市制施行50周年
・(H17)県立相模原工業技術
高校閉校
・(H18.3)津久井町、相模湖町
と合併
・(H18.3)県立相模原高等職業
技術校閉校
・(H19.3)城山町、藤野町と合
併

・(H19.4)市役所組織再編(副市
長制・局制の導入、文化芸術
や青少年の分野を教育委員
会から市長部局に移管)
・(H20)カルピスの相模工場が
閉鎖
・(H22.3)和泉福祉専門学校閉
校
・(H22.4)政令指定都市へ移行
・(H23.4)セントラル自動車の相
模原工場稼働終了

＊H23.3 東日本大震災

・(H25.3)職業能力開発総合
大学校相模原キャンパスが
東京の小平キャンパスに移
転・統合
・(H25.3)圏央道相模原愛川
IC開設
・(H25.3)緑区合同庁舎開所
・(H25.4)議会事務局に局制
を導入(議会局の設置)

・(H26.4)市マスコットキャラ
クターさがみん誕生
・(H26.6)圏央道相模原愛川
IC～高尾山IC間が開通
・(H26.9)相模総合補給廠の
一部（約17ha）が国へ返還
・(H26.11)市制施行60周年

・(H27.12)相模総合補給廠
の一部(約35ha)の共同使用
開始
・(H28.1)青山学院大学が
箱根駅伝で1区から一度も
首位を譲らない完全優勝
(1977年の日体大以来39年
ぶり)
・(H28.4)青根小学校火災
・(H28.7)津久井やまゆり園
事件

相
模
原
市
に
関
す
る
年
表

(

例

)

記述編Ⅲ 記述編Ⅳ

・(S62) 50万都市
・(S62.11)「銀河連邦」建国
・(S62)住民票・印鑑証明書電
算化
・(S63.3)ＪＲ横浜線古淵駅開業
・(H1)キャンプ淵野辺跡地に文
部省宇宙科学研究所（現
JAXA）移転
・(H2.3)京王相模原線全線開通
・(H2.4)女子美術大学相模原
キャンパス開校
・(H2.9)相模大野に伊勢丹相模
原店開店→R1閉店

・(S54.11)相模原市民憲
章制定
・(S56.4)米軍医療セン
ター全面返還

・(S60.10)中国の無錫市と友
好都市提携
・（S61)北里大学東病院開
院→R2閉院

・(H3.5)カナダのスカボロー市
(現トロント市)と友好都市締結
・(H4.10)全国都市緑化かなが
わフェア「グリーンウェーブ相
模原'92」
・(H5.1)市役所完全週休2日制
導入
・(H5.5)住民票の自動交付機
稼働→R1廃止
・(H7.1)県立相模台工業高等
学校ラグビー部が全国大会で
2年連続優勝

＊H7.1 阪神・淡路大震災

資料４

時系列

【（行政分野を中心に）時代を反映すると思われるワードの例】

○バブル ○規制緩和 ○民営化 ○ＮＰＭ ○新自由主義 ○少子化 ○高齢化 ○情報化 ○米ソ関係 ○グローバル化 ○共生 ○平成の大合併 ○地方分権 ○協働 ○災害（防災・減災） ○環境 ○リニア ○多様性 ○議会改革 など



相模原市議会史編さん要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、相模原市議会史(以下｢議会史｣という。)の編さんについて、必

要な事項を定めるものとする。 

(基本方針) 

第２条 議会史編さんの基本方針は、既に編さんが終了している期間（明治２２年４

月市制町村制施行後から昭和５４年３月）以降の昭和５４年４月から平成３１年３

月までの市議会について、時代の変遷に従って展開された議会の活動状況を中心に

資料を収集し、行政や市民との関わりも考察し、刊行する。なお、旧津久井郡４町

の相模原市との合併に関わる議会活動も資料を収集し、考察するものとする。 

(編さん委員会の設置) 

第３条 議会史の編さんに関する基本的な事項を審議するため、相模原市議会に相模

原市議会史編さん委員会（以下｢委員会｣という。）を設置する。 

(組織) 

第４条 委員会は、議長、副議長及び各会派（議長に通告のあった所属議員２人以上

の会派）の代表者をもって組織する。 

２ 委員会に会長及び副会長１人を置く。 

３ 会長には議長を、副会長には副議長をそれぞれ充てるものとする。 

(会長及び副会長)  

第５条 会長は、会務を総理し、委員会を招集し、会議の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 (議会局の体制) 

第６条 議会史の編さんを円滑に進めるため、議会局内に議会史編さんを推進する組

織を設けるものとする。 

(編さん方法) 

第７条 議会史の編さんにあたっては、相模原市に係る資料収集、事実確認等を議会

史編さん事務担当課が行い、調査研究等を大学に委託することにより原稿案を作成

するものとする。 

２ 原稿の編集、監修等は、議長が別に委嘱する５人以内の学識経験者(行政や議会に

係る専門的知識を有する者)により構成する編集会議において行うものとする。 

３ 編集会議の開催に必要な事項は、別に定める。 

(庶務) 

第８条 議会史編さんに係る庶務は、議会史編さん事務担当課で所管する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 

 

 別紙１ 



附 則 

この要綱は、平成３１年２月１４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１２月１２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年１２月１７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年１２月２３日から施行する。 

 



相模原市議会史編集会議開催要領 

 

(趣旨) 

第 1 条 この要領は、相模原市議会史編さん要綱(令和６年１２月２３日施

行)第７条第３項の規定に基づき、編集会議(以下「会議」という。)の開催

に必要な事項を定めるものとする。 

(委員) 

第２条 会議は、別表に掲げる者をもって組織するものとする。 

(任期) 

第３条 会議の委員の任期は、委嘱の日から議会史編さん事業が終了するま

でとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。 

(座長等) 

第４条 会議に座長及び副座長１名を置き、委員の互選により選出する。 

 ２ 座長は会議を代表し、会務を総理する。 

 ３ 副座長は座長を補佐し、会長不在の場合は、その職務を代理する。 

(会議) 

第５条 会議は、座長が招集する。だだし、初回の会議は、議長が招集する。 

２ 座長は、必要があると認めるときは、別表に掲げる者以外の出席を求

め、意見を聴くことができる。 

(委員等への謝礼) 

第６条 前条第１項の規定による会議に出席した委員への謝礼は、日額 

１２，６００円とする。 

２ 前条第２項の規定により出席をした者への謝礼は、前項に規定する額

を超えない範囲で支払うことができるものとする。 

(庶務) 

第７条 会議の庶務は、政策調査課において処理する。 

(その他) 

第８条 この要領に定めるもののほか、会議の開催について必要な事項は、

議長が別に定める。 

附 則 

１ この要領は、令和７年２月６日から施行する。 

 
別紙２ 



２ 相模原市議会史編集会議運営要領(令和３年１２月１７日施行)は、廃止

する。 

 

別表(第２条関係)  

所 属 等 氏  名 

明治大学 政治経済学部地域行政学科 牛山 久仁彦 

大正大学 地域創生学部公共政策学科  江藤 俊昭 

東京都立大学 都市環境学部都市政策科学科 奥 真美 

田園調布学園大学 人間福祉学部社会福祉学科 隅河内 司 

東海大学 政治経済学部政治学科 前田 成東 

 


